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「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器等へ及ぼす影響を防止するための指針」の改訂内容（新旧対照表） 

 

  ※下線部分が変更箇所となっています。 

対象（頁数） 改訂後 改訂前 

標題（１頁） 各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器等へ及ぼす

影響を防止するための指針 
各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影

響を防止するための指針 
序文（１頁） （中略）電気・電子機器の中でも、体内に植え込んで使用

する心臓ペースメーカ、除細動器等の植込み型医療機器に

ついては、（中略） 

（中略）電気・電子機器の中でも、体内に植え込んで使用

する心臓ペースメーカ等の植込み型医療機器については、

（中略） 
序文（１、２頁） （中略）なお、当該指針は、平成１７年度以降も実施して

いる調査の結果を踏まえ、必要に応じて見直しを行ってい

ます。   
また、平成２６年度には、心臓ペースメーカと除細動器

だけでなく、その他の植込み型医療機器（植込み型神経刺

激装置等）や装着型医療機器への影響についても調査を実

施し、その結果を基に、指針への追加を行いました。 
 
なお、影響の調査は、電波利用機器の電波を規格上の最

大出力で断続的に発射し、医療機器の感度を最大にするな

ど、極めて厳しい条件において実施しています。例えば、

実際には、携帯電話は一般生活において最大出力の電波を

継続して発射することはまれであり、また、医療機器の感

度を最大にして使用することもほとんどありません。その

ため、一般生活において調査条件と同様の状況となる可能

性は非常に低く、調査において影響が確認された距離まで

電波利用機器が近接したとしても、実際に影響が発生する

とは限りません。（中略） 

（中略）なお、当該指針は、平成１７年度以降も実施して

いる調査の結果を踏まえ、必要に応じて見直しを行ってい

ます。  

別紙２ 



 

2 
 

序文（２頁） （中略）総務省では、安全で安心な電波利用環境の整備・

維持のため、今後必要に応じてこの指針の見直しを行って

いきます。電波利用機器の利用者や植込み型医療機器等の

装着者は、この指針やその他の有益な情報を参考にして影

響の防止に努めることが重要です。また、電波利用機器や

植込み型医療機器等の製造者等は、必要以上に強い電波を

発射しない機器の開発・製造や電波の影響を排除する能力

の高い機器の開発・製造などにより影響の防止に努めるこ

とが重要です。（中略） 

（中略）総務省では、安全で安心な電波利用環境の整備・

維持のため、今後必要に応じてこの指針の見直しを行って

いきます。電波利用機器の利用者や植込み型医療機器の装

着者は、この指針やその他の有益な情報を参考にして影響

の防止に努めることが重要です。また、電波利用機器や植

込み型医療機器の製造者等は、必要以上に強い電波を発射

しない機器の開発・製造や電波の影響を排除する能力の高

い機器の開発・製造などにより影響の防止に努めることが

重要です。（中略） 

本文（３頁） 第一章 植込み型心臓ペースメーカ及び植込み型除細動

器への影響を防止するための指針 
 
１－１ 携帯電話端末の電波が植込み型医療機器へ及ぼ

す影響を防止するための指針 
 
 
 
１－７ ＷｉＭＡＸ方式の無線通信端末の電波が植込み

型医療機器へ及ぼす影響を防止するための対応 
 

 
 
１ 携帯電話端末の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影

響を防止するための指針 
 
 
 
７ ＷｉＭＡＸ方式の無線通信端末の電波が植込み型医

療機器へ及ぼす影響を防止するための対応 
 

～
 

～
 ※以下、各項目のタイトルに同様の改訂 ※以下、各項目のタイトルに同様の改訂 
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本文（４頁） 

 
 

 
 

 
図 ＥＡＳステッカ 

 

 
図 ＥＡＳステッカ 
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本文（８、９頁） 第二章 その他の植込み型医療機器及び装着型医療機器

へ及ぼす影響を防止するための指針 
 
２－１ 携帯電話端末の電波が植込み型医療機器（植込み

型神経刺激装置等）へ及ぼす影響を防止するための指針 
 
対象とする医療機器：脳深部刺激装置、脊髄刺激装置、

仙骨神経刺激装置、迷走神経刺激装置、植込み型輸液ポン

プ、植込み型心電用データレコーダ 
 
平成２４年７月２５日以降サービスが行われている方

式の携帯電話端末（スマートフォン等の無線ＬＡＮを内蔵

した携帯電話端末を含む。）による植込み型医療機器への

影響を調査した結果、一部の植込み型医療機器について、

携帯電話から最長で５ｃｍ程度の離隔距離で影響を受け

ることがあった。また、一部の植込み型医療機器の付属装

置（患者用プログラマ及び充電器）については、１５ｃｍ

を超える距離で影響を受けることがあった（なお、患者用

プログラマは、医療機器の電源等を操作するために用いら

れる付属装置であり、医療機器本体の機能が搭載されてい

るものではない。そのため、外出時に頻繁に使用するもの

ではなく、機器への影響も、患者に対して重篤な影響を与

えるものではない。充電器は、患者が自宅等で医療機器本

体の充電を行うための装置である。）。 
以上より、以下のとおり取り扱うことが適切である。 

 
ア 植込み型医療機器の装着者は、携帯電話端末の使用及

び携行に当たっては、植込み型医療機器の電磁耐性（Ｅ

ＭＣ）に関する国際規格（ＩＳＯ１４１１７等）を踏ま

え、携帯電話端末を植込み型医療機器の装着部位から１

５ｃｍ程度以上離すこと。  
  ただし、医療機器の付属装置（患者用プログラマ等）

については、植込み型医療機器本体に比べて長い距離で

影響のおそれがあることから、携帯電話を使用する際
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は、取扱説明書や医師の指示に従うなど、注意して使用

すること。 
また、混雑した場所では、付近で携帯電話端末が使用

されている可能性があるため、注意を払うこと。  
 
イ  携帯電話端末の所持者は、植込み型医療機器の装着者

と近接した状態となる可能性がある場所では、携帯電話

端末と植込み型医療機器の装着部位との距離が１５ｃ

ｍ程度以下になることがないよう注意を払うこと。な

お、身動きが自由に取れない状況下等、１５ｃｍ程度の

離隔距離が確保できないおそれがある場合には、事前に

携帯電話端末が電波を発射しない状態に切り替えるな

どの対処をすることが望ましい。 
 
２－２ 携帯電話端末の電波が装着型医療機器へ及ぼす

影響を防止するための指針 
対象とする医療機器：補助人工心臓駆動装置、ポータブル

インスリン用輸液ポンプ、携帯型輸液ポンプ  
 
平成２４年７月２５日以降サービスが行われている方

式の携帯電話端末（スマートフォン等の無線ＬＡＮを内蔵

した携帯電話端末を含む。）による装着型医療機器への影

響を調査した結果、一部の医療機器について、携帯電話か

ら最長で３ｃｍ程度の離隔距離で影響を受けることがあ

った。また、装着型医療機器に適用される国際規格（ＩＥ

Ｃ６０６０１－１－２等）上の電磁耐性（ＥＭＣ）に関す

る要求は、植込み型医療機器本体ほど厳しく設定されてい

ない。そのため、以下のとおり取り扱うことが適切である。

  
ア 装着型医療機器の装着者は、携帯電話端末の使用及び

携行に当たっては、取扱説明書や医師の指示に従うな

ど、注意して使用すること。  
また、混雑した場所では、付近で携帯電話端末が使用

されている可能性があるため、注意を払うこと。  
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イ  携帯電話端末の所持者は、植込み型医療機器における

注意事項と同様に、装着型医療機器の装着者と近接した

状態となる可能性がある場所では、携帯電話端末と装着

型医療機器の装着部位との距離が１５ｃｍ程度以下に

なることがないよう注意を払うこと。なお、身動きが自

由に取れない状況下等、１５ｃｍ程度の離隔距離が確保

できないおそれがある場合には、事前に携帯電話端末が

電波を発射しない状態に切り替えるなどの対処をする

ことが望ましい。 
 
２－３ 携帯電話端末以外の電波利用機器が本章で対象

とする医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針 
 
携帯電話端末以外の電波利用機器については、これまで

総務省では調査を行っていないが、医療機器の取扱説明書

等には電波利用機器の取扱いについて記載されている。装

着者は、この取扱説明書等の記載や医師からの指示に従う

こと。 
 

参考１（10 頁） １７  「電波の医療機器等への影響に関する調査研究報告

書」（平成２７年３月） 
調査時期：平成２６年度 
調査対象とした電波利用機器：携帯電話端末 
※植込み型医療機器（植込み型心臓ペースメーカと

植込み型除細動器を除く）及び装着型の医療機器

について調査を実施した。 
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参考２（12、13 頁） 調査対象及び調査実施時期 
 
１．植込み型心臓ペースメーカ、植込み型除細動器への影

響の調査 
 

１ 携帯電話端末及びPHS端末調査 調査実施時期 
アナログ方式（800MHz） H7～8年度 
 

 
（中略） 
 
２．その他の植込み型医療機器及び装着型医療機器への影

響の調査 
 

１ 携帯電話端末 調査実施時期 
W-CDMA（800MHz、1.5GHz、1.7GHz、
2GHz） H26年度 

 

調査対象及び調査実施時期 

 
 

１ 携帯電話端末及びPHS端末調査 調査実施時期 
アナログ方式（800MHz） H7～8年度 

 
 
（中略） 

 

 


